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第
七
章

ネ
パ
ー
ル
の
国
立
公
園
と
住
民

の
生
活
権

　
　

-

漁
掛
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
運
動

南
真
木
人



は
じ
め
に

　
ネ
パ
ー
ル
の
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園

は
、
国
際
自
然
保
護
連
合

(
I
U
C
N
)
が
絶
滅
危
惧
種

に
指
定

す
る
、

ベ
ン

ガ
ル
ト
ラ
、
イ

ン
ド
サ
イ
、
イ

ン
ド
ガ
ビ

ア
ル

(
ワ
ニ
)
な
ど

の
野
生
動
物

が
生
息

す
る
貴
重

な
自
然
環
境

と
し

て
、

一
九
八
四
年
に

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産

(自
然
遺
産
)
に
登
録
さ
れ
、
世
界
的
に
著
名
と
な

っ
た
。

こ
こ
を
訪
れ
る

外
国
人
観
光
客

の
数

は

一
九
七
四
年

で
は

一
〇
〇
〇
人
以
下
だ

っ
た
が
、

一
九
九
九
年

に
は
十

一
万

七
〇
〇
〇
人
に
達

し
、
ネ
パ
ー
ル
人
観
光
客
や
学
生

の
訪
問
も
三
万
人
に
上
る
な
ど
観
光
地
と
し
て
の
人
気
が
定
着
し
て
き
た
。
だ
が
、
他

方
で
チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園
内
に
は
、
国
立
公
園
制
定
後
三
十
六
年
を
経
た
現
在
も
な
お
パ
ダ

ム
プ

ル
村
の

一
七
〇
四
世

帯
、

一
万

一
二
〇
八
人

の
よ
う
に
、
立
ち
退
き
と
国
立
公
園
外

で
の
再
定
住
を
要
請
さ
れ
て
い
る
住
民
が
い
る
こ
と
は
、

国
立
公
園
を
め
ぐ
る
野
生
生
物
の
保
護
と
地
元
住
民

の
生
活
権
擁
護

の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
避
け
て
通
れ
な
い
象
徴
的

な
事
実
で
あ
る
。

　
真
実

(二
〇
〇

一
)
が
イ
ン
ド

の
環
境
問
題
を
例
に
議
論

し
た
よ
う
に
、
開
発
途
上
国
に
お
い
て
は
野
生
生
物
を
保
護

す
る
た
め
の
保
護
区
制
定

に
よ
っ
て
、
地
元
の
住
民

の
生
活
権
が
脅
か
さ
れ
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
人
び
と
は
、
放
牧
、

薪
採
集
、
林
産
物

の
採
集
、
漁
携
な
ど

の
日
々
の
活
動
に
お
い
て
森
林
や
河
川
な
ど
か
ら
得
ら
れ
る
資

源
に
強
く
依
存
し
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て
い
る
た
め
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
権
や
資
源
利
用
の
権
利
が
奪
わ
れ
る
と
生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

地
元
住
民

の
な
か
で
も
周
縁
的
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
人
び
と
は
、
権
利
の
制
限
に
抵
抗
す
る
手
段

が
少
な
く
、
生
活

の
糧
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
生
活
の
危
機
に
直
結
し
や
す

い
。

　
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
の
西
端
に
位
置
す
る
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
に
お
い
て
は
、
主
に
漁
携
に
よ

っ
て
生

計
を
た

て
る
、

マ

ジ
人

(ζ
昏
帥)、
ム
サ

ハ
ル

・
カ
ー

ス
ト

(ζ
房
帥冨
吋)、
ボ
テ
人

(ω
。↓・)
(以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

マ
ジ
、

ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
)

と
い
う

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
こ
の
よ
う
な
周
縁
的
な
立
場

に
お
か
れ
て
い
る
人
び
と
と

い
え
る
が
、彼
/

彼
女
ら
は
N
G
O
、

地
元
の
有
力
者
、
政
党
な
ど

の
支
援
を
受
け

つ
つ
主
体
的
な
抵
抗
運
動
を
展
開
し
、

つ
い
に
保
護
区
内

に
お
け
る
漁
業
権

を
勝
ち
取

っ
た
。
さ
ら
に
、
洪
水
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
不
法
占
拠
の
河
岸
集
落
に
代
わ
る
安
全
な
再
定
住
地
を
獲
得
し
、

子
弟
の
教
育
費
の
無
償
化
を
実
現
さ
せ
る
な
ど
運
動
は
大
き
な
成
功
を
収
め
て
い
る
。

　
本
稿

で
は
、
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
を
舞
台
に
し
た
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
抵
抗
運
動
を
広
義

の
入
と
水
を
め
ぐ
る
コ
ン

フ
リ
ク
ト
と
そ
の
調
停
の
事
例
と
し
て
紹
介
し
、
保
護
区
と
住
民
の
生
活
権
と

の
相
克
を
め
ぐ
る
、
国
家
、
先
住
の
人
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　と

と
、
N
G
O
、
政
党
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー

の
役
割
や
関
係
に

つ
い
て
考
え
る
。
次
節
で
は
ま
ず
、

マ
ジ
、
ム
サ
ハ

ル
、
ボ
テ
と

い
う

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
な
意
味

で
周
縁
的
な
の
か
を
見
る
。

つ
い
で
、
チ
ト
ワ

ン
国
立
公
園

の
歴

史
を
た
ど
り
、
自
然
保
護
を
め
ぐ
る
政
策
の
変
遷
を
確
認
し
た
上
で
、
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
抵
抗
運
動

の
過
程
を
紹
介

す
る
。
最
後
に
、
漁
業
権
お
よ
び
再
定
住
地
獲
得
の
背
景
と
意
義
、
運
動

の
拡
が
り
と
イ
ン
パ
ク
ト
に

つ
い
て
議
論
す
る
。
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漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

渡
し
場
と
近
代
国
家
の
成
立

　
ネ
パ
ー
ル
の
川
は
標
高
約
五
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
を
源
流
と
し
て
、
南
北

に
わ
ず
か

二
〇
〇
～
三
〇
〇

キ

ロ
メ
ー
ト

ル
の
あ

い
だ
に
、
標
高

一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
以
下

の
内

(イ
ン
ナ
ー
)
タ
ラ
イ
お
よ
び
タ
ラ
イ

(南
部
低
地
帯
)

へ
と

一
気
に
下
る
。
し
か
も
、
亜
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候

の
た
め
、
雨
季
と
乾
季
の
水
量
や
水
流
の
差
は
極
め
て
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
急
流
で
、
変
化
に
富
む
川
を
知
り
尽
く
し
利
用
す
る
人
び
と
が
、
「川
よ
り
も

一
日
年
長

し
と

い
わ
れ
る

マ

ジ
と

い
う
民
族
だ
。
彼
/
彼
女
ら
は
河
川

の
中
下
流
域

の
河
岸
に
暮
ら
し
、
川
沿

い
に
数
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
ご
と
に
設
け
ら

れ
た
渡
し
場

(ガ
～
ト
)
で
丸
木
舟
を
用

い
た
渡
し
に
従
事
し
た
り
、
漁
携
や
砂
金
採
り
を
し
た
り
し
て
生
計
を
た
て
る
。

マ
ジ
が
渡
し
場
を
運
営
し
て
き
た
歴
史
は
、
文
書
か
ら
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
中
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

　
西
部
ネ
パ
ー
ル
の
ゴ
ル
カ
で
興

っ
た
ゴ
ル
カ
王
朝

(二
〇
〇
八
年
ま
で
君
臨
し
た
国
王
の
始
祖
)
は
、

一
七
六
八
年

に
カ

ト
マ
ン
ズ
を
征
服
し
、
そ
の
後
ネ
パ
ー
ル
全
土
を
統

一
し
た
。
さ
ら
に
、
ゴ
ル
カ
王
朝
は
東
に
攻
め
入

っ
て
イ

ン
ド
の
現

シ
ッ
キ
ム
州

の
西
半
分
を
占
領
し

(
一
七
七
四
年
)、
西
方

で
も
イ

ン
ド

の
現
ウ
ッ
タ
ラ
ー
カ
ン
ド
州
ま

で
領
土
を
拡
大
し
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て

(
一
八
〇
六
年
)、

一
時
シ
ー
ク
勢
力
と
対
峙
し
た
。
だ
が
、

一
八

一
六
年
、
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
戦
争

で
劣
勢
に
な
っ

た
ネ
パ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
の
領
土
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
現
在
の
版
図
に
収
束
し
た
。

　
こ
う
し
た
国
家
統

一
と
領
土
拡
張

の
侵
攻
に
お
い
て
、
為
政
者
は
山
地
に
東
西
を
結
ぶ
街
道
を
開
拓

し
、
そ
の
渡
河
点

に
渡
し
場
を
配
置
し
て
交
通
路
を
掌
握
し
た
。
渡
し
に
従
事
す
る

マ
ジ
に
は
、
特
別
に
非
課
税

の
土
地

(キ
パ
ッ
ト
)
を

持

つ
こ
と
を
認
め
、
任

用
期

に
限

っ
た
俸
給
地

(ジ
ャ
ー
ギ
ー
ル
)
を
給
付
す
る
な
ど
し
て
優
遇
し
、
そ
の
代
わ
り
彼
ら

に
は
軍
隊
や
軍
事
物
資

・
公
文
書

(後
に
郵
便
制
度
)
の
渡
し
、
通
行
税

の
徴
収
、
渡
し
場

の
守
護
な
ど

の
義
務
を
負
わ

せ
た

(南
、
二
〇
〇
八
a
)。

つ
ま
り
、
近
代
国
家
ネ
パ
ー
ル
の
成
立
の
過
程
で
マ
ジ
は
各
地

の
渡
し
場

に
配
置
さ
れ
、
交

通
、
輸
送
、
通
信

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
軍
事

へ
の
貢
献
が
大
き
か

っ
た
こ
と
は
、
以

下
に
引
用
す
る
レ
グ
ミ
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
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一
八
五
五
年
に
お
い
て
、
カ
リ
ガ

ン
ダ
キ
川
か
ら
西
に
ク
マ
オ

ン

(
一
七
九

一
～

一
八

一
五
年
ま
で
ゴ
ル
カ
王
朝
領
、
現

イ
ン
ド
)
ま
で
の
西
部
山
地
に
は
、
渡
し
場

の
数
や
位
置
が
不
明
の
ペ
リ
川
、
カ
ル
ナ
リ
川
、

マ
ハ
カ
リ
川
を
除

い
て
も
、

少
な
く
と
も
三
十
二
の
渡
し
場
が
あ

っ
た
。
た
い
て
い
の
大
き
な
河
川

の
渡
し
場
近
く
に
は

マ
ジ
の
集
落
が
あ
り
、
ミ

ジ
ャ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
各
集
落
の
首
長
は
徒
河

の
施
設
を
管
理
し
、
そ
の
主
要
な
義
務
は
軍
隊
や
軍
の
装
備
を
遅
滞
な
く

川
向
う
に
渡
す
こ
と
だ

っ
た
。

一
八
〇
四
年
以
降
、
交
通
量
の
増
加
に
伴
い
、
西
ネ
パ
ー
ル
の
多
く

の

マ
ジ
が
西
部
前
線

に
送
ら
れ
た
。
さ
ら
に
マ
ジ
は
、
七
世
帯

に

一
人

の
割
合
で
軍
事
物
資
輸
送

の
隊

に
も
徴
用
さ
れ
た
。

地
元
の
役
人
は
、



急
を
要
す
る
人
員
の
確
保

の
た
め
マ
ジ
と
人
夫
を
ジ
ャ
ラ

(臨
時
の
労
役
に
対
す
る
賃
金
雇
い
)
に
よ
っ
て
か
き
集
め
、
委

託
さ
れ
た
軍
事
物
資

の
輸
送
部
隊
を
編
成
し
た
。

一
八
〇
六
年

一
月
に
、
カ
ト

マ
ン
ズ
か
ら
西
部
前
線

へ
一
回
で
送
ら
れ

た
軍
事
物
資
は
、
大
砲

の
玉
五
〇
〇
、
弾
丸

二
万
四
〇
〇
〇
、
発
火
石
四
〇
〇
〇
な
ら
び
に
大
量
の
鋼
鉄

と
火
薬
で
あ
り
、

そ
の
規
模
が
想
像

で
き
る

(国
o讐

詑
一〇〇ゆ
》PP-uゆ
一)。

　
ふ
つ
う

マ
ジ

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
渡
し
守
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
代
償
と
し
て
ジ
ャ
ー
ギ
ー
ル
の
土
地
が
与
え
ら

れ
た
。
た
だ
し
、
村
を
離
れ
て
別

の
渡
し
場

で
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
は
、
ジ
ャ
ラ
制
が
採
用
さ
れ

た

(口
。豊

覧
ミ
P

一
〇
"
)
。

　
キ
パ

ッ
ト
と
は
本
来
、
特
定

の
民
族
集
団
の
成
員

の
み
が
そ
の
土
地

の
所
有
を
許
さ
れ
る
共
有
の
形
態

で
、
他
の
集
団

に
譲
渡
・売
却
で
き
な
い
土
地
の
こ
と

で
あ
る
。
ア
チ
ャ
ム
郡
、
ダ
イ
レ
ク
郡
、
イ
ー
ス
ト
臨
2
郡

(現
シ
ン
ド
ゥ
パ
ー
ル
チ
ョ

ク
郡
)
の
マ
ジ
で
キ
パ
ッ
ト
を
持

つ
者
は
、渡
し
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
ダ
イ
レ
ク
郡
の
カ
ル
ナ
リ
・

ガ

ー

ト

で
は

、

一
七

五

〇

年

に

マ
ジ

の

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

が

キ

パ

ッ
ト

を

所

有

し

て

い
た

(国
o讐

払
S
・。
る
P
ω
滑
い
ω
争
い
ω
織
)
。

　
だ
が
、

一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
り
急
速
に
拡
が

っ
た

「開
発
」
は
、
彼
/
彼
女
ら

の
生
活
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に

な

っ
た
。
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

の
永
久
橋
や
吊
橋
、
滑
車
な

い
し
は
か
ご
付
き
の
渡
し
綱

(ト
ゥ
イ

ン
)
が
設
置
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
主
要
な
渡
し
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
の
だ
。
必
然
的
に
渡
し
守
は
廃
業
に
な
り
、
渡
し
か
ら

の
収
入

が
途
絶
え
た
。
ま
た
、

マ
ラ
リ
ア
根
絶
計
画
が
進
展
す
る
に
し
た
が
い
、
山
地

の
人
び
と
が
川
沿

い
の
土
地

へ
移
住
す
る
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よ
う
に
な
り
、
キ
パ

ッ
ト
制

の
廃
止

(
一
九
六
三
年
)
で
譲
渡
・売
買
が
可
能
に
な

っ
た
マ
ジ
の
共
有
地

が
、
他
の
カ
ー
ス

ト
や
民
族

に
安
く
買
い
た
た
か
れ
消
失
し
た
。
こ
う
し
て

マ
ジ
の
多
く
は
土
地
無
し
層
と
な
り
、
国
有
地

で
あ
る
河
岸
に

家
を
建

て
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
マ
イ
ナ
ー
な
渡
し
場
で
渡
し
を
続
け
た
り
、
漁
携
、
砂
金
採
取
、
農
耕
、
賃

労
働
な
ど
に
従
事

し
た
り
し
て
暮
ら
す
よ
う
に
な

っ
た
。

マ
ジ

、

ム

サ

ハ

ル

、

ボ

テ

　
渡
し
場
に
関
す
る
史
料
に
は
、
渡
し
守
と
し
て
マ
ジ
の
名
前

の
み
が
挙
が
る
が
、
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡

に
お
い
て
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　　

他
に
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
と

い
う
人
び
と
も
渡
し
や
漁
携
に
従
事
し
て
き
た
。

マ
ジ
と
ボ

テ
は
、

マ
ジ
が
イ
ン
ド

.
ア
ー

リ
ア
語
派

の
マ
ジ
語
を
母
語
と
し
、
ボ
テ
が
同
じ
語
派
の
ボ
テ
語
を
母
語
と
す
る
異
な
る
民
族
集
団
で
あ
る
と

い
う
の
が

通
説

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
民
族
協
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る

(南
、
二
〇
〇
八
a
)。

　
だ
が
、
ナ

ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
ピ
プ
ラ

ハ
ル
集
落
に
住
む
ボ
テ
を
名
乗
る
あ
る
人
は

「元
は
み
な
自
分
た
ち
を

マ
ジ
と
呼
ん

で
い
た
が
、
不
可
触
力
ー
ス
ト
の
ム
サ

ハ
ル
が

マ
ジ
と
名
乗
り
は
じ
め
た
の
で
、
彼
/
彼
女
ら
と

一
緒

に
さ
れ
な
い
た
め

に
ボ

テ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
別

の
機
会
に
同
じ
集
落

の
マ
ジ
を
名
乗
る

あ
る
人
は

「我
が
家
で
は
祖
父
の
代
ま
で
自
分
た
ち
を
ム
サ
ハ
ル
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
の
後

マ
ジ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ

た
。

こ
の
三
者
で
は

(カ
ー
ス
ト
的
な
意
味
で
の
)
上
位

は
ボ

テ
で
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
が
続
く
」
と

い
う
。
こ
の
人

の
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市
民
証
ま
で
確
認
し
て
い
な

い
が
、
見
せ
て
も
ら

っ
た
漁
業
許
可
証
の
氏
名
は

マ
ジ
に
な
っ
て
お
り
、
郡
役
所
の
登
録

レ

ベ
ル
で
改
称
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

つ
ま
り
、
こ
こ
数
十
年
の
あ

い
だ
に
、

一
部

の
ム
サ

ハ
ル
が

マ
ジ
を
名
乗
り
は

じ
め
、
そ
れ
に
伴

い

一
部
の
マ
ジ
が
ボ
テ
を
名
乗
り
だ
す
現
象
が
起
き
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
ネ
パ
ー

ル
全
体

で
み
る
と
、

マ
ジ

の
人

口
は
七
万

二
六

一
四
人

で
あ
る

の
に
対
し
、

ボ

テ
の
人

口
は

七
九
六
九
人
に
過
ぎ
ず

(二
〇
〇

一
年
)、
し
か
も
ボ
テ
は
そ
の
人
ロ
の
約
七
割
が
隣
り
合
う
チ
ト
ワ
ン
郡
、
ナ
ワ
ル
パ
ラ

シ
郡
、
タ
ナ
フ
郡
に
集
中
し
て
分
布
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

一
九
九

一
年
と
二
〇
〇

一
年
の
国
勢

調
査
を
比
較
す
る

と
、
こ
の
三

つ
の
郡
に
お
い
て
ボ
テ
の
人
口
は
顕
著
に
増
加
し
て
お
り
、
私
は
そ
れ
を

「
こ
の

一
〇
年

の
間
に
、
ボ
テ
人

を

マ
ジ
人
と
は
異
な
る
固
有

の
民
族
だ
と
す
る
説
明
や
認
識
が
広
ま
り
、
ボ
テ
人
自
身
が
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハヨ　

じ
め
た
た
め
で
あ
る
」
と
述

べ
た

(南
、
二
〇
〇
八
a
)。
だ
が
、
こ
れ
と
は
別
に
こ
の
地
域
で
は
、
ム
サ

ハ
ル
の
マ
ジ
化

と
い
う
カ
ー
ス
ト
集
団
か
ら
民
族
集
団

へ
の
改
変

(不
可
触
力
ー
ス
ト
か
ら
の
離
脱
)
と

い
う
動
向
が
、

マ
ジ
の
ボ
テ
化
を

誘
引
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
ろ
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
と
い
う
集
団

の
境
界
は
、
け

っ
し
て
固
定
的
な
も

の
で
は
な
く
流
動
的

で
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
な
お
、
ム
サ

ハ
ル
は
ネ
パ
ー
ル
全
土
で
十
七
万
二
四
三
四
人

(
二
〇
〇

一
年
)
の
人
口
を
擁
す

る
、

タ
ラ
イ
地
域

の

カ
ー
ス
ト
集
団

で
あ
る
。
東
部
ネ
パ
ー
ル
の
シ
ラ

バ
郡
、
サ
プ
タ
リ
郡
、

モ
ラ

ン
郡
を
主
と
し
て
東

部

に
多
く
居
住

し
、
そ
こ
で
は
土
工
が
カ
ー

ス
ト
の
伝
統
的
な
職
業
だ
と
い
わ
れ
る
。
ナ

ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
に
は
、

一
九
九

一
年

の
値
だ

が
、
二
五
七
九
人
の
ム
サ

ハ
ル
が
住
む
。
同
様
に
、

マ
ジ
は
八
二
〇
人
、
ボ
テ
は

一
二
七

一
人
を
数
え

る
。
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こ
の
よ
う
に
マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ

テ
と
い
う
漁
携

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
人
口
に
お
い
て
少
数
派
で
あ
る
上
に
、
伝
統
的

に
農
耕
に
あ
ま
り
従
事
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
土
地
を
持
た
ず
、
渡
し
の
廃
業
や
渡
し
場
管
理
の
代
償

で
あ
っ
た
キ
パ
ッ

ト
の
消
失
に
よ
り
、
ま
さ
に
近
代
化
と

「開
発
」
の
過
程
で
周
縁
的
な
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
き
た
人
び

と
な
の
で
あ
る
。

チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
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国
立
公
園
制
定
前

の
チ
ト
ワ
ン

　

一
八
四
七
年
か
ら

一
九
五

一
年
ま

で
約

一
〇
〇
年
間
続

い
た
ラ
ナ
専
制
時
代
、
ネ
パ
ー
ル
低
地
部
の
内
タ
ラ
イ
に
位
置

す
る
チ
ト
ワ
ン
郡
ラ
プ
テ
ィ
川
以
南
お
よ
び
ナ
ラ
ヤ

ニ
川
流
域
は
、
ラ
ナ
貴
族
や
シ
ャ
ハ
王
族
、
外
国

か
ら
の
賓
客
が
大

型
獣

の
狩
猟
を
楽
し
む
私
有
の
狩
猟
地
と
し
て
そ
の
環
境
が
保
全
さ
れ
て
い
た
。

マ
ラ
リ
ア
が
践
属
し
て
い
た
内
タ
ラ
イ

は
、
も
と
よ
り
先
住
の
タ
ル
ー
人
を
除
く
と
人
口
が
希
薄
で
あ
り
、
現
在
の
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
に
あ

た
る
地
域
に
は
サ

ラ
ノ
キ
を
主
と
す
る
森
林
と
草
地
お
よ
び
湿
地
や
池
沼
が
拡
が

っ
て
い
た
。

　

こ
こ
が
ご
く
最
近
ま

で
野
生
動
物

の
宝
庫
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
英
国
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
V
世
が

一
九

一

一
年
に
ネ
パ
ー
ル

を
訪
問
し
た
際
、
ベ
ン
ガ
ル
ト
ラ
三
十
九
頭
、
イ
ン
ド
サ
イ
十
八
頭
、
ナ
マ
ケ
グ

マ
四
頭
と
数
頭
の
ヒ

ョ
ウ
を
狩

っ
た
こ



と
、
さ
ら
に
こ
の
記
録
が
、
英
領
イ
ン
ド
総
督
リ

ン
リ
ス
ゴ
ウ
卿
が

一
九
三
八
年
末
か
ら

一
九
三
九
年
始

め
に
か
け
て
行

っ

た
狩
猟

で
、
ベ
ン
ガ
ル
ト
ラ

一
二
〇
頭
、
イ
ン
ド
サ
イ
三
十
八
頭
、
ヒ
ョ
ウ
ニ
十
七
頭
、
ナ

マ
ケ
グ

マ
十
五
頭
を
射
止
め

破
ら
れ
た
と

い
う
史
実
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る

(ζ
帥o吻ごR9
鱒
鯛o津
門帥ooq
一りゆ
一》一ゆーNN
)。

　

一
九
五

一
年

の
ラ
ナ
専
制
政
治
の
終
焉
と
ネ
パ
ー
ル
の
実
質
的
な
意
味
で
の
開
国
は
、
内
タ
ラ
イ

の
様
相
を
大
き
く
変

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
外
国
の
援
助
に
よ

っ
て
マ
ラ
リ
ア
撲
滅

の
対
策
が
進
み
、
既
に
人
口
増
加
が
著

し
か

っ
た
山
地
部

の
人
び
と
の
移
入
が
奨
励
さ
れ
、
農
地
開
拓
が
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
表
1
に
、
チ
ト
ワ
ン
郡
と
ネ
パ
ー
ル
全
体

の
人
口

変
化
を
示
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
チ
ト
ワ
ン
郡
の
人
ロ
は
過
去
五
十
年

の
間
に
十

一
倍
に
膨
れ
あ
が

っ
て
約
四
十
七
万

人
に
達
し
て
お
り
、
な
か
で
も

一
九
六

一
年
か
ら

一
九
七

一
年
に
か
け
て
の
人
口
増
加
は
、
年
平
均

人
口
増
加
率
が

一

〇

・
五
%
に
達
す
る
と
い
う
爆
発
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　

一
九
六

一
年
、
政
府
は
ラ
プ
テ
ィ
川
以
南

の
イ
ン
ド
サ
イ
の
生
息
域
八
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

チ
ト
ワ
ン

・
イ

ン

ド
サ
イ
保
留
地

(困①qり①づ
～⑳)
に
指
定
し
た
が
、
入
植
は
既
に
保
留
地
内
に
ま
で
拡
が

っ
て
お
り
、
人
び

と
は
そ
こ
で
薪
や

飼
い
葉

(家
畜
の
飼
料
と
な
る
木
の
葉
)
を
採
取
し
た
り
、
家
畜
を
放
牧
し
た
り
す
る
な
ど
野
生
動
物
の
生
息
環
境
を
劣
化

さ
せ
た
。
密
猟
と
環
境

の
悪
化
に
伴

い
急
速

に
減
少
し
た
イ

ン
ド
サ
イ
を
保
護
す
る
た
め
、
政
府

は
武
装
し
た
監
視
員
に

よ
る
パ
ト

ロ
ー
ル
を
開
始
す
る

(
一
九
五
七
年
)
と
と
も
に
、

一
九
六
四
年
、
二
万
二
〇
〇
〇
人
の
不

法
入
植
者
に
立
ち

退
き
を
命
じ
、
別
の
と
こ
ろ
に
再
定
住
さ
せ
た

(駿)凶α這
N轟
ーN
い)。
だ
が
、
イ

ン
ド
サ
イ
の
減
少
傾
向

は
止
ま
る
こ
と
が
な

く
、
よ
り
抜
本
的
な
解
決
策
が
求
め
ら
れ
た
。
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表1　 チ トワン郡の人口変化

年平均人口

増加率(%)

ネパー ル

全人 口

年平均人 口

増力口率(%)*

チ トワン郡

　　人口

 

年

8,256,62542,7241952/54年

1.3

2.1

2.7

2.1

2.3

9,412,9964.7

11,555,983

15,022,839

18,491,097

23,151,423

10.5

3.5

3.2

2.9

67,882

i83,644

259,571

354,488

472,048

1961年

1971年

1981年

1991年

2001年

*過 去10年 の人 口増加 か ら年平均 の増加 率を算出 した。

1952/54年 の値 は、1951年 の値 とみな して計算 した。

ネ
パ
ー
ル
最
初
の
国
立
公
園

　
こ
う
し
て

一
九
七
三
年
、
「国
立
公
園
お
よ
び
野
生
生
物
保
護
法

一
九
七
三
」

(以

下
、
国
立
公
園
法

一
九
七
三
)
が
施
行
さ
れ
、
ネ
パ
ー

ル
初

の
国
立
公
園
と
し
て
ロ

イ
ヤ
ル

・
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園

(以
下
、
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
)
が
誕
生
し
た
。
同
法

に
お
い
て
国
立
公
園
は

「自
然
環
境
に
加
え

て
植
物
相
、
動
物
相
、
風
景
を
保
護
、

管
理
、
利
用
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
地
域
」
(定
義
a
.
)
と
定

義
さ
れ
た
。
そ
こ

に
は

「利
用
す
る
た
め
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園

で
は
当
初
、

入
園
料
を
払

っ
た
外
国
人
観
光
客
を
除
き
、
原
則
と
し
て
地
元
住

民
の
入
域
と
資
源

の
利
用
を
認
め
ず
、
野
生
動
物
の
保
留
地

の
よ
う
な
厳
格
な
保
護

と
管
理
が
な
さ
れ

た
。
と
く
に

一
九
七
五
年
か
ら
は
、
イ
ン
ド
サ
イ
武
装
監
視
員
に
換
え
て
ネ
パ
ー
ル

国
軍

の
軍
人
約
八
〇
〇
人
を
三
十
七

ヵ
所
の
監
視
ポ
ス
ト
に
駐
屯

さ
せ
、
密
猟
お
よ

び
無
断
入
域
の
対
策
を
強
化
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
地
元
住
民
は
、
国
立
公
園
に
編
入
さ
れ
た
土
地

は
以
前
か
ら
建
築

資
材

の
カ
ヤ
な
ど
を
採
取
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
資
源
の
利
用
は
慣
習
的
な
権
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利
だ
と
し
て
公
園

の
開
放
を
求
め
た
。
ま
た
、
野
生
動
物
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
が
増
加
し
た
こ
と
を
訴
え
、
政
府
に
補

償
を
求
め
た
。
地
元
住
民
の
要
求
に
応
じ
ネ
パ
ー
ル
政
府
は

一
九
七
六
年
、
金
銭
に
よ
る
補
償
は
し
な

い
代
わ
り
に
、

一

定
の
制
限
の
も
と

で
国
立
公
園

へ
の
入
域
と
そ
こ
で
の
資
源
の
利
用
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
乾
期
の
二
十
日

間
、
数
ル
ピ
ー
の
使
用
料
を
払

っ
て
許
可
を
得
た
地
元
住
民
に
国
立
公
園

へ
の
入
域
を
認

め
、
屋
根
葺

き
に
用
い
る
草
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　き

や
カ
ヤ
、

ロ
ー
プ

の
材
料
と
す
る
草

や
樹
皮

の
刈
り
取
り
、
カ
ヤ
場
の
刈
り
取
り
前

の
火
入
れ
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
五
年

の
冬

に
は
、
約
六
万
人

の
地
元
住
民
に
草
刈
り
取
り
の
許
可
が
出
さ
れ
、
十
五
日
間
に
約
二
十

一
万
六
〇

〇
〇
人
日
が
入
域
し
た

(い
o蓬

8
0ρ
奪
)。

こ
の
慣
行
は
期
間
が
徐
々
に
短
縮
さ
れ
た
も
の
の
今

日
ま
で
続

い
て
お

り
、

二
〇
〇
八
年
も

マ
ー
グ
月

(
一
月
)
の
五
～
十
四
日
ま
で
の
十
日
間
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
、
国
立
公
園

は
地
元
住
民

の
草
刈
り
取
り
に
開
放
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
は
、
保
護
と
管
理
に
重
き
を
お
く
保
留

地

(瞬①ooΦづ
『Φ)
的
な
形
態
か
ら
、
地
元
住
民
に
よ
る
条
件

つ
き

の
利
用
も
認

め
る
保
護
区

(管
。酔。9
&

馨

ゆ)
的
な
形
態
に

変
化
し
、
国
立
公
園
法

一
九
七
三
に
お
け
る

「利
用
す
る
た
め
」
と
い
う
定
義
に
近
づ

い
て
き
た
の
で
あ
る
。

保
護
区
政
策
の
転
換

　
国
立
公
園
の
設
立
か
ら
二
十
年
を
経
た

一
九
九
三
年
、
国
立
公
園
法

一
九
七
三
は
、
国
立
公
園
お
よ
び
保
留
地
の
周
辺

に
新
た
に
緩
衝
地
帯

(び9
留
門
NO口⑳)
を
設
け
、
保
護
と
利
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
る
よ
う

に
改
正
さ
れ
た
。
同
法
の
改
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正
条
項

に
お
い
て
緩
衝
地
帯
は

「地
元
の
人
び
と
が
恒
常
的
か

つ
有
益
に
森
林
資
源
を
用
い
る
便
宜
を
供
す
る
た
め
の
、

国
立
公
園
あ
る
い
は
保
留
地

の
周
辺
地
域
」
(定
義
e
2
)
と
定
義
さ
れ
た
。

こ
れ
は
地
元
住
民
の
理
解
と
彼
/
彼
女
ら

と

の
良
好
な
関
係
な
く
し
て
国
立
公
園

の
自
然

は
保
護
で
き
な
い
と

い
う
人
間
中
心
主
義
に
立
脚
し
、
国
立
公
園
周
辺
部

の
住
民
が
利
用
す
る
自
然
環
境
を
緩
衝
地
帯
と
し
て
保
護

・
管
理
す
る
と
と
も
に
、
国
立
公
園
か
ら
生

じ
る
収
益
の
三
〇

～
五
〇
%
を
地
元
住
民
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
開
発
の
た
め
に
還
元
す
る
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ

に
は
野
生
動
物

の
生
息
域
が
少
し
で
も
拡
大
す
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
た
。

　
ち
な
み
に
、
国
立
公
園
法

一
九
七
三

の

一
九
九

三
年
改
正
条
項

は
、
同
じ
年
に
新
た

に
施
行

さ
れ
た

「
森
林
法

一
九
九
三
」
と
そ
の
理
念
を

一
に
す
る
。
森
林
法

一
九
九
三
の
特
徴
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
フ
ォ
レ
ス
ト
と
い
う
新
た
な
制

度
を
導
入
し
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
森
林
の
保
護
育
成
と
利
用
を
認
め
た
こ
と
に
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
の
森
林
保
護
政
策
は
こ

れ
を
機

に
、
住
民
を
森
林
か
ら
排
除
す
る
従
来

の
形
態
か
ら
、
住
民
参
加

に
よ
り
森
林
を
保
護
育
成
す
る
形
態
に
大
き
く

方
向
転
換
し
た
の
だ
が
、
国
立
公
園
に
お
け
る
野
生
生
物

の
保
護
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
政
策
転
換

が
は
か
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　
面
積

が
九

三
二
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
あ
る
チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園
に
お
い
て
は
、

一
九
九
六
年
、
公
園

の
周
囲
に

あ

る
農
地
、
森
林
、
草
地
、
集
落
な
ど
七
六
六
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
が
緩
衝
地
帯

に
指
定
さ
れ
、

三
十
六
行
政
村

の

三
万
六

一
九
三
戸
、
二
十
二
万
三
二
六
〇
人
が
緩
衝
地
帯

の
住
民
に
な

っ
た
。
地
元
住
民
は
プ

ロ
グ
ラ

ム
の
住
民
側

の
組

織
と
し
て
、
緩
衝
地
帯
管
理
評
議
会
、
緩
衝
地
帯
利
用
者
委
員
会
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
フ
ォ
レ
ス
ト
利

用
者
グ
ル
ー
プ
を

222第3部 　生業を考える



写真1　 月 に2000ル ピーを緩衝 地帯利用 者委 員会 に収 め、カヤ を刈 り取 って

村 に戻 る女性 たち。 中州にはマ ジが操 る舟で往復 す る。

つ
く

り

、
新

制

度

に
対

応

し

て
き

た

(]℃
9
嵩
へPO一
P
O
O
ω
"
い
ー刈
)
。

ナ

ワ

ル

パ

ラ

シ
郡

に

お

い

て

は

ナ

ラ

ヤ

ニ
川

に

面

す

る

十

五

の
行

政

村

が
、

緩

衝

地

帯

に

属

す

る

こ

と

に

な

り

、

ナ

ラ

ヤ

ニ
川

の
中

州

の

一
部

が

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

・
フ

ォ

レ

ス
ト

と

し

て

、
規

則

に

応

じ

日
常

的

な

飼

料

刈

り

取

り

な

ど

に

利

用

で

き

る

よ

う

に

な

っ
た

(写

真

1
)
。

チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園

の
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

漁
携

コ
ミ

ユ
ニ
テ
ィ
と
漁

業
権

　

チ

ト

ワ

ン

国

立

公

園

が

制

定

さ

れ

て

も

、

し

ぼ

ら

く

は

マ
ジ

、

ム

サ

ハ
ル
、

ボ

テ

な

ど

の
漁

携

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

が

ナ

ラ

ヤ

ニ
川

で

生

業

と

し

て
魚

を

捕

り

続

け

る

こ

と

は

大

目

に
見

ら

れ

て

い

た
。

と

い
う

の
も

、

イ

ン
ド

サ

イ
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武
装
監
視
員
や
国
立
公
園
職
員
に
と

っ
て
彼
ら
は
、
移
動

の
手
段

で
あ
る
舟
を
操
り
、
ガ
イ
ド
役
も
務

め
て
く
れ
る
、

い

わ
ば
協
力
者

だ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
、

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
野
生
生
物

の
捕
獲

の
禁
止
が
魚
類

に
も
適
応
さ
れ
、

漁
掛

の
取
り
締
ま
り
が
は
じ
ま
る
よ
う
に
な
る
。

　
た
だ
し

こ
の
変
更
は
、
例
え
ぼ
絶
滅
危
惧
種
イ

ン
ド
ガ
ビ
ア
ル
の
餌
と
な
る
魚
類

の
保
護
と
い
っ
た
明
確
な
方
針
に
基

づ
く
も
の
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
む
し
ろ
、

こ
の
頃
、
内
タ
ラ
イ
で
か
な
り
頻
繁

に
行
わ
れ
た
、
国
有
地

の
森
林

な
ど
に
不
法
占
拠
し
て
居
住
す
る
人
び
と

(ス
ク
ン
バ
ー
シ
ー
)
の
住
ま
い
や
家
財
を
焼
き
払
い
追

い
出
す
強
行
措
置
が
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
の
集
落
に
も
波
及
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は
渡
し
場
に
多
少

の
土
地
を
持

つ
渡
し
守

を
除
き
、
乾
季

は
ナ
ラ
ヤ

ニ
川
の
中
州
な
ど
で
魚
を
捕
り
な
が
ら
居
を
移
し
、
雨
季

に
は
増
水
し
た
川

の
水
が
か
か
る
か
、

か
か
ら
な

い
か
と
い
う
河
岸
に
集
落
を

つ
く

っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
河
岸

の
集
落

の
土
地
は
、
数
十
年
前
か
ら
住
ん
で
き

た
と
し
て
も
法
的
に
は
所
有
権
や
使
用
権
が
な
く
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
の
多
く
は
ス
ク
ン
バ
ー

シ
ー
だ
か
ら
で
あ

る
。
他
方

で
、
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
と
対
岸
の
チ
ト
ワ
ン
郡
を
結
ぶ
ナ
ラ
ヤ

ニ
川
の
複
数

の
渡
し
場
は
、
国
立
公
園

へ
の
住

民
の
入
域
を
阻
止
す
る
た
め
に
段
階
的
に
閉
鎖
さ
れ
、
渡
し
業
は
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
の
制
定

に
よ
り
、
渡
し
か
ら
の
収
入
は
途
絶
え
、
漁
携
に
よ
る
収
入
も
次
第
に
閉
ざ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
九
三
年
二
月
、
国
立
公
園
当
局

は
ス
ク
ン
バ
ー
シ
ー
で
あ
る
が
故

の
追

い
立

て
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
漁
掛

を
取
り
締
ま
る
目
的
と
分
か
る
強
行
措
置
を
と

っ
た
。
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
の
マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ

テ
の
複
数

の
集
落

に
お
い
て
、

一
斉
に
漁
具
や
丸
木
舟

を
押
収
な

い
し
破
壊
し
、
抵
抗
す
る
人
び
と
に
暴
行

を
加
え
た

の
で
あ
る

(『9§
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po
oS
睾
)。

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
漁
携

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
は
じ
め
て
大
規
模
な
集
会
を
開
き
、

国
立
公
園
当
局

の

蛮
行
や

こ
れ
ま
で
ネ
パ
ー
ル
国
軍
か
ら
受
け
て
き
た
暴
行
や
嫌
が
ら
せ
を
糾
弾
し
、
地
元
の
政
治
家
や
役
人
に
窮
状
を
訴

え
た
。
さ
ら
に
、
先
住
民
族
の
生
存
権
と
し
て
の
漁
業
権
を
要
求
す
る
た
め
、

マ
ジ

・
ム
サ

ハ
ル

・
ボ

テ
福
祉
サ
ー
ビ
ス

委
員
会

(ζ
畳

竃
器
鋳
錠
ごσ
。8
冨
蓄
β
・゚¢壽

。゚僧巨
ユ
、
以
下
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
)
を
結
成
し
、
非
暴
力

の
抵
抗
運
動
を

　
　
　

ハら　

開
姶
し
た
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は
、
地
元

の
代
議
士
な
ど
の
力
添
い
を
得
て
、
そ
の
主
張
を
カ
ト

マ
ン
ズ
の
政
界
や
王
宮

の
秘

書
官
に
ま
で
届
け
、
一
九
九
四
年
に
カ
ト

マ
ン
ズ
の
社
会
福
祉
評
議
会

(°Q8
芭
乏
9
欝
・
o
。§
。ε

か
ら
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

団
体
と
し
て
の
認
可
を
取
り

つ
け
た

(竺)凶住゚
"
NωーPい)
。
ま
た
、
同
じ
年
、
国
立
公
園
当
局
か
ら
チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園
お
よ

び
緩
衝
地
帯

で
漁
が
で
き
る
免
許
を
取
得
し
た
。
漁
業
免
許
は
、
漁
期
が
六
ヵ
月
で
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
十
八
歳
以
上

の
成
人
を
対
象
に
交
付
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
後
、
新
た
な
免
許
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

つ
ま
り
、
新
た
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

人
に
な

っ
た
若
者
に
は
免
許
が
交
付
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で

一
時
し
の
ぎ
の
施
策
で
あ

っ
た

(bゴ
び畏
鍵
巴
粋
ぎ

p。
8
0ひ
)。

継
続
的
な
漁
業
権
獲
得
に
向
け
た
運
動

　
福
祉

サ
ー
ビ
ス
委
員
会

は
そ
の
後
、
集
落

レ
ベ
ル
さ
ら
に
行
政
村

レ
ベ
ル
の
組
織
化
を
す
す
め
、

一
九
九
七
年

に
は

十
六
集
落

の
三
七
〇
戸

(ボ
テ
が
二
二
九
戸
、
マ
ジ
と
ム
サ
ハ
ル
が

一
四

一
戸
)
が
加
盟
者

に
な
る
ま
で
に
拡
大
し
た

(繰き
櫛
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8
0メ
Nい
)。
そ
れ
と
と
も
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は
そ
の
活
動
目
的
を
、
継
続
的
な
漁
業
権
の
獲
得
、
洪
水

の
危
険
に

さ
ら
さ
れ
た
ナ
ラ
ヤ

ニ
川

の
河
岸
集
落
に
代
わ
る
再
定
住
地
の
確
保
、
子
弟
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
権
利

の
享
受
、
お
よ

び
そ

の
た
め
の
ロ
ビ
ー
活
動
や
意
識
向
上
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
先
住
民
権
運
動
の
推
進
と
定
め
た
。

　

継
続
的
な
漁
業
権

の
獲
得

に
向
け
て
は
、
国
立
公
園
な
ど

の
保
護
地
域
に
暮
ら
す
周
縁
的
な
人
び

と
を
対
象

に
、
生

存
権

と
資
源
利
用
権

の
獲
得

に
向

け
た
支
援
を
目
的
に

一
九
九

一
年
に
設
立
さ
れ
た
N
G
O
の
C

D
O

(o
。自
目
§
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

u
・<
①喜
ヨ
・導
9
αq9。巳
N蝕
。黙
)
と
連
携
し
た
。
C
D
O
の
代
表

で
あ
る
ソ
マ
ー
ト

・
ギ
ミ
レ

(以
下
、
ギ

ミ
レ
)
に
よ
れ
ば
、

C
D
O
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
に
対
し
て

一
九
九
三
年
か
ら
五
年
間

(三
年
の
本
支
援
と
二
年
の
後
方
支
援
)
支
援
し
た

が
、

こ
の
運
動
は
あ
く
ま
で
マ
ジ
自
身
が
は
じ
め
た
も
の
で
あ
り
、
C
D
O
は
後
に
な

っ
て
協
力
し
た
だ
け
だ
と
強
調
す

る
。
そ
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
漁
業
権

の
獲
得
や
再
定
住
地

の
確
保
と
い
っ
た
他
に
例

が
な
い
よ
う
な
成
功
を
収
め
た
要
因
は
、
漁
携
の
禁
止
と
洪
水
が
も
た
ら
し
た
生
活
の
危
機

で
あ
る
と
分
析
す
る
。

　

さ
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
と
C
D
O
は
、

一
九
九
九
年
八
月
二
十
日
、
政
党
の
幹
部
な
ど
地
元

の
有
力
者
た
ち

の

後
援
を
用
意
周
到
に
取
り
つ
け
、
国
立
公
園
事
務
所

の
本
部
が
あ
る
カ
サ
ラ
に
向
け
て
約
九
〇
〇
人
の
漁
携

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
が

「漁
業
免
許
を
与
え
ろ
。
野
生

の
食
用
植
物
を
採
ら
せ
ろ
。
ネ
パ
ー
ル
国
軍

の
暴
力
は
中
止
せ
よ
」
と
唱
え

て
行
進
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
。
国
立
公
園
事
務
所

の
長
官
は
、
そ
の
場

で
漁
期
六
ヵ
月
の
漁
業
免
許
を
発
行

,
す
る
こ
と
を
確
約
し

(曾§
P
POO刈》
Po◎lNO)、
こ
れ
に
伴

い
、
漁
携

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
漁
業
権
が
二
〇
〇
〇
年
に
は
じ
め
て
成

文
化
さ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
年

「
ロ
イ
ヤ
ル

・
チ
ト
ワ
ン
国
立
公
園
規
則

一
九
七
四
」
が
改
正
さ
れ
、
「生
活

の
た
め

226第3部 生業を考える



に
伝
統
的
に
漁
業
に
従
事
し
て
き
た
地
元
の
ボ
テ
、
ダ
ラ
イ
、
ク

マ
ー
ル
お
よ
び
タ
ル
ー
の
民
族
集
団
は
、
年
間
五
十
ネ
パ
ー

ル

・
ル
ピ
ー
を
払

っ
て
漁
業
許
可
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
L
と
い
う
条
項
が
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

(筐
畠゚
』
)。

　
だ
が
、
見
せ
て
も
ら
っ
た
数
枚

の
旧
漁
業
許
可
証
は
、
何
れ
も
二
〇
〇
四
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
規
則
改
正
と

漁
業
許
可
証
交
付
と
の
あ
い
だ
に
は
四
年
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
明
ら
か
な

の
は
、
漁
業
権
が
認

め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
四
年
間
に
ネ
パ
ー
ル
国
軍
が
五
度
に
わ
た
っ
て
マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ

テ
の
集
落
を
襲
い
、

漁
具
と
舟

の
押
収
や
破
壊
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ネ
パ
ー
ル
国
軍
が
彼
/
彼
女
ら
を
反
政
府
武
装
勢
力
で

あ

っ
た
ネ
パ
ー
ル
共
産
党

・
マ
オ
イ
ス
ト

(以
下
、
マ
オ
イ
ス
ト
)
党
員
、
な

い
し
は
そ
の
シ
ン
パ
で
あ
る
と
嫌
疑
を
か
け
て

い
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
マ
オ
イ
ス
ト
人
民
解
放
軍
の
急
襲
と
武
器
略
奪
か
ら
国
立
公
園
の
監
視
ポ

ス
ト
を
守
る
に
は
、

そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
主
要
な
手
段
で
あ
る
、
マ
ジ
、
ム
サ
ハ
ル
、
ボ
テ
の
舟
を
壊
す
こ
と
が
最
も
手

っ
取

り
早
い
予
防
策
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
時
期
の
ネ
パ
ー
ル
国
軍
の
暴
力

の
背
景
に
は
、
国
立
公
園
の
野
生
生
物
保
護
の
観
点

と
は
異
な
る
、

マ
オ
イ
ス
ト
の

「人
民
戦
争
」
(
一
九
九
六
～
二
〇
〇
六
年
)
の
影
響
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

漁
業
許
可
証

そ
れ

で
は
、漁
業
許
可
証

に
は
ど

の
よ
う
な
項
目
や
条
件
が
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
ネ
パ
ー

ル
の
新
政
府
が
発
行
し
た
新
し
い
漁
業
許
可
証

(図
1
)
の
内
容
を
、
二
〇
〇
四
年
に
発
行
さ
れ
た
旧

い
漁
業
許
可
証

(図
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〈表颪〉

　　 ネパール政府

チ トワン国立公園事務所

　 カサラ・チ トワン

ライセンス番号

漁業許可証(Macha　 marne ijajat　 patra)

写真

漁業許可証取得者名

住所　　　　　　　　市民証(nagrikta)番 号

舟の種類　　　　　　　舟番号

許可授与年月日　 2064年 マンシール月6日(2007年11月)

〈裏面〉

番号
期限

か ら まで
漁業許可授与者の氏名および職位 署名および印 明細

条件:

1)河 川 で漁 をす る際、投網 、掬 い網 および笙のみ使用で きる。

2)国 立公園域 で仮設小屋 の設 置、夜 間の宿 泊、夜間の漁 をして はな らない。

3)リ ウ川 の権利 にお いては、バ ンカ ッタ ・ガー トか らバガーイ までのエ リアでのみ漁が

で きる。

4)毎 年サ ウン月(7月)か らチャイ ト月(3月)の 最終 日までのみ漁ができ る。

5)漁 に出 る全て の個人 はライセ ンスを持 たなけれ ばな らない。

6)ラ イセ ンスを持たない個人 の漁 を止 める貴任 は、ライセンス を持つ ボテ 、マジ、ムサ

ハルお よび公園職員全員に与 えられ る。

7)許 可を取得 し漁に出か ける者は全て、公園職員 の命令 に従 うとともに、警備 にお いて

必要 とされる援助を提供 しなければ ならない。

図1　 新漁業許可証(2007年 発行)
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〈表面〉

　　　　　 国王陛下政府

　 ロイヤル ・チ トワン国立公園事務所

　　　　　カサラ・チ トワン

漁業許可謹(Macha　marne ijajat patra)

写真

漁業許可証取得者名

住所

舟番号舟の種類

職位許可授与者名および署名

年月 日　 2061年 マ ンシール月25艮(2004年11月)

〈裏面〉

条件:

1>河 川で漁 をす る際、投網のみ使用 でき る。

2)国 立公園域 で夜間の宿泊、夜 間の漁を しては ならない。

3)リ ウ川 の権利 においては、バ ンカ ッタ ・ガー トか らバ ガーイまでのエ リアでのみ 漁が

で きる。

4)ナ ラヤニ川 の流域 でのみ漁が できる。 内水の池沼 で漁 を してはな らな い。

5>許 可証発行 に50ル ピー を必要 とす る。

6)許 可期限 　2061(2004)　 年 の　カーテ ィック(10月)　 月 から

　 　 　 　 　 　 2061(2004)　 年 の　チャイ ト(3月)　 月 までのみであ る。

7)バ イサーク(4月)月 か らバ ドウ(8月)月 までは 、魚 の産卵期 になるので禁漁 とす る。

8)公 園職 員の命令 に従 うとともに、必要 とされる援助 を提供 しなければな らない。

図2　 旧漁業許可証(2004年 発行)

2
)
と
比
較
し
な
が
ら

見
て
み
た
い
。
ま

ず
表
面

で
は
、
国
民
主
権
を
謳

っ
た
下
院

宣
言

(
二
〇
〇
六
年
五
月
)
に
従

い
、
国

王
陛
下
政
府
が
ネ
パ
ー

ル
政
府

に
、

ロ
イ

ヤ
ル

・
チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園
が
チ
ト
ワ
ン

国
立
公
園
に
変
わ

っ
た

こ
と
に
気
づ
く
。

裏
面

で
は
、
同
じ
許
可
証
で
継
続
し
て
許

可
が
更
新
で
き
る
よ
う

に
、
四
年
分

の
空

欄

の
升
目
が
配
さ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
は
新

漁
業
許
可
証
が

一
時
し

の
ぎ

の
免
許

で
は

な
い
と
い
う
意
思
が
見

て
取
れ
る
。

　
条
件
を
見
る
と
、
投
網
し
か
許
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
漁
法
に
、
新
た
に
掬

い
網
と

笙
が
加
わ

っ
た
。
も

っ
と
も
、
か
つ
て
も

今
も
彼
ら
の
主
な
漁
法

は
禁
じ
ら
れ
て
い

る
刺
し
網
漁
で
あ
り
、

し
か
も
禁
じ
ら
れ
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て
い
る
夜
間
の
漁

で
あ
る
。
刺
し
網
漁
は
丸
木
舟
を
使

っ
て
川
に
垂
直
に
長
さ
五
十
～

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅

一
メ
ー

ト
ル
弱

の
刺
し
網
を
張
り
、
あ
る
程
度

の
距
離
を
流
し
て
か
ら
引
き
上
げ
る
漁
法

で
あ
り
、

こ
れ
で
な
け
れ
ぼ
体
長
三
～

四
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
○

・
五
～

一
キ

ロ
グ
ラ
ム
ほ
ど
の
大
き
な
魚
は
獲
れ
な
い
と
い
わ
れ

る

(写
真
2
)。

一

日
に
二
～
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
漁
獲
を
得
て
、
そ
れ
を
近
隣
の
街
で

一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
五
〇
ル
ピ
ー

(約
三
〇
〇
円
)

で
売
る
の
が
、
彼
ら
の
主
な
収
入
な

の
だ
。
刺
し
網
は
意
外
に
も
、
人
目
を
揮
る
こ
と
な
く
集
落
の
そ

こ
か
し
こ
に
干
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
監
視
が
あ
る
よ
う
で
は
な
い
。

　
漁
期
は
サ
ウ
ン
月

(七
月
)
か
ら
チ
ャ
イ
ト
月

(三
月
)
の
最
終
日
ま
で
の
九

ヵ
月
と
定
め
ら
れ
、書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

逆
に
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
三
ヵ
月
が
禁
漁
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
旧
漁
業
許
可
証
で
は
、
十
月

か
ら
三
月
ま
で
の

六

ヵ
月
が
漁
期
で
、
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
五
ヵ
月
が
禁
漁
期
、
九
月
は
何
れ
で
も
な
い
と
い
う
不
思
議

な
書
き
方
に
な
っ

て
い
た
が
、
何
れ
に
し
ろ
運
動
が
実
を
結
び
、
漁
期
が
九
ヵ
月
に
延
長
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
旧
漁
業
許
可
証
に
は
あ
る
が
新
漁
業
許
可
証
に
は
な
い
項
目
は
、
池
沼
で
の
漁
業
禁
止
と
許
可
証
発
行

の
代

金
で
あ
る
。
新
漁
業
許
可
証
の
発
行

に
要
す
る
費
用
は
、
九
ヵ
月
で

一
五
〇
ル
ピ
ー
だ
と
教
わ
っ
た
が
、
再
確
認
で
き
て

い
な
い
。
他
方
で
、
新
漁
業
許
可
証
に
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
項
目
は

「ラ
イ
セ
ン
ス
を
持

つ
ボ
テ
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
」

と
い
う
名
を
挙
げ
て
、
取
り
締
ま
り
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
伝
統
的
に
漁
携
に
従
事
し

て
き
た
先
住

の
人

び
と
と
し
て
、
こ
の
三
者
を
漁
携

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
認
定
し
、
漁
業
権
を
付
与
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
い
え
ぼ
、
先

に
述
べ
た

「
ロ
イ
ヤ
ル

・
チ
ト

ワ
ン
国
立
公
園
規
則

一
九
七
四
」
の
二
〇
〇
〇
年
改
正
条
項
に
明
記
さ
れ
た

「ダ

ラ
イ
、
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写真2　 丸木舟に乗って刺し網を川に流す。対岸はナラヤニ川の中州にあたる。

ク

マ
ー
ル
お
よ
び
タ
ル
ー
の
民
族
集
団
L

は
、
漁
業
権
を
与

え
る
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

再
定
住
地
を
求
め
る
運
動
と
展
望

新
居
住
地

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

の
第
二
の
目
的

は
、
洪
水

の
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
ナ
ラ
ヤ

ニ
川

の
河
岸
集

落

に
代
わ

る
安
全

な
再
定
住
地
を
確
保
し
、
国
有
地
の
不
法
占
拠
状
態
を
脱
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
人
び
と
の
記
憶
に
残

る
ナ
ラ
ヤ

ニ
川
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

洪
水
は
、

一
九
六
〇
年
、

一
九
九
三
年
、

一
九
九
九
年
、
二

〇
〇

一
年
、
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
に
ナ

ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
を

襲

っ
た
。
集
落
が
浸
水
す
る
た
び
に
人
び

と
は
、
よ
り
高
台

に
あ
る
校
庭
や
森
林
に

一
時
的
に
避
難
し
、
水
が
引
く
と
集
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落
を
再
建
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一一〇
〇
六
年

の
雨
季
に
避
難
し
た
ラ
ジ
ャ
ハ
ル
行
政
村
ピ
プ

ラ
ハ
ル
集
落
と
ピ
タ
ウ
リ

行
政
村
ラ
ウ
ガ
イ
カ
集
落
の
人
び
と
は
、
避
難
先
に
踏
み
と
ど
ま

っ
て
土
地
を
占
拠
し
、
郡
政
府
に
そ

の
土
地
を
再
定
住

地
と
し
て
提
供
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
郡
役
所

へ
の
デ
モ
行
進
、
東
西
幹
線
道
路
の
交
通
遮
断
と
い
っ
た
実
力
行
使
に
よ

っ

て
、
二
〇
〇
六
年
暮
れ
に
は
、
占
拠
し
た
デ
ィ
ビ
ャ
プ
リ
行
政
村

の
疎
林
地
に
再
定
住
す
る
こ
と
が
許

可
さ
れ
た
。

　

こ
の
新
居
住
地

(旨
超
僧
げ
婁
凶)
は
国
有
地

で
あ
り
、

一
九
八
〇
年
頃
ま

で
ネ
パ
ー
ル
再
定
住
公
社

(乞
・鵠
這
弓
彗

9。°・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ハゆ
　

o
。ヨ
短
超
)
の
ナ
ワ
ル
プ
ル
事
務
所
と
そ
の
関
連
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
土
地

で
、ブ
ナ
ル
バ
ス
と
も
呼
ぼ

れ
る
。
こ
こ
に
、

ピ
プ
ラ
ハ
ル
集
落
か
ら
避
難
し
た
五
十
八
戸
と
ラ
ウ
ガ
イ
ヵ
集
落
か
ら
避
難
し
た
六
十
六
戸
の
計

一
二
四
戸
が
暮
ら
し
は

じ
め
た
。
そ
の
人
口
構
成
は
、表
2
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
運
動
の
主
体
と
な

っ
た
マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、ボ

テ
が
九
十
四
戸
(約

七
六
%
)
と
大
多
数
を
占
め
、
と
く
に
マ
ジ
が
七
十
八
戸
と
多

い
。
各
戸
は
○

・
五
カ
タ

(
一
・七
ア
ー
ル
)
の
土
地
を
提

供
さ
れ
、
同
じ
サ
イ
ズ
、
形
の
家
を
自
分
た
ち
で
建
て
た
。
諺
a
。
ロ
≧
U
Z
超
巴
と
い
う
英
国
に
本
部
を
置
く
N
G
O
の

資
金
援
助
で
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

・
フ
ォ
レ
ス
ト
か
ら
柱
と
す
る
材
木
を
購
入
し
、
ト
タ
ン
屋
根
は
別

の
N
G
O
か
ら
提
供

さ
れ
た

(写
真
3
)。

　
近
く
の
街
ラ
ジ
ャ

ハ
ル
の
人
び
と
か
ら
新
居
住
地
は
、
そ
の
衛
生
状
態

の
悪
さ
を
皮
肉

っ
て
ス
ン
ダ
リ

・
バ
ザ
ー
ル

(美
し
い
街
)、
あ
る

い
は

マ
オ
イ

ス
ト

の
青
年
組
織
メ
ン
バ
ー
が
多
く
住
む
と
見
な
さ
れ
て
、
Y
C

L
ガ
ウ
ン

(磯
o§
σq

O
°§

巳
段
u
8
雅
⑳
村
)
と
陰

で
呼
ば
れ
て
い
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は
何
れ
の
政
党

の
下
部
組
織

で
も
な
く
、

マ

オ
イ
ス
ト
支
持
を
表
明
し
て
も

い
な
い
。
し
か
し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

の
会
長
は
、
二
〇
〇
八
年

四
月
の
制
憲
議
会
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選
挙

に
お
い
て
、
新
居
住
地

の
多
く

の
住
民
が

マ
オ
イ
ス
ト
に
投
票
し
た
こ
と
を
認
め
る
。
社
会
的
政

治
的
に
抑
圧
さ
れ

て
き
た
人
び
と
の
解
放
を
説
く
左
翼
政
党
の
後
ろ
盾
が
、
再
定
住
地
獲
得
運
動

の
過
程
に
有
形
無
形

に
あ

っ
た
こ
と
、
そ

し
て
彼
ら
の
多
く
が
左
翼
政
党
を
支
持
し
て
き
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
同
じ
意
味

で
、
新
居
住
地
の
な
か
に
唯

一
つ
の
宗
教
施
設
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
が
建

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
で

き
る
。
住
民
の
何
割
く
ら
い
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
か
は
不
明
で
、
ま
た
休
日
の
土
曜
日
に
開
か
れ

る
礼
拝
も
観
察
し

て
い
な
い
。
だ
が
、
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
改
宗

は
、
神
の
下

の
平
等
と
解
放

の
神
学

の
考
え
方
を
ベ
ー

表2　 新居住地の人口構成(2008年)

%戸数

62.9

65

6.5

78

　8

　8

75.8941
7.3

4.8

4.8

1.6

1.6

1.6

0,8

0.8

0.8

9

6

6

2

2

2

1

1

1

民族/カ ース ト(伝統的職業)

マ ジ

ムサハ ル(土 工)

ボ テ

小計

ヴィシュ ワカルマ(鍛 冶師)

タル ー

パ リヤール(仕 立師 ・楽師)

矛ワール

ネパ リー(皮 細 工師)

パ フン(司 祭)

ライ

タマン

ミヤ(イ スラーム教徒)

24.2

100

30

124

小計

合計

ス
に
、
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
人
び
と
の
あ

い
だ
に
急
速
に
浸

透
し
て
お
り
、
新
居
住
地

の
住
民
も
例
外

で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

初
等
教
育
の
完
全
無
償
化

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

の
取
り
組
み
で
成
功
し
た
事
案
の
第
三
は
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
の
子
弟
に
対
す
る
五
年
生
ま
で
の
初
等
教

育
の
完
全
無
償
化

の
実
現
で
あ
る
。
学
校
は
施
設
費
と
し
て
入
学
金

数
十

ル
ピ
ー
を
全
生
徒
か
ら
徴
収
し
て
い
る
が
、

児
童
を
動
員
し
た

集
会
に
よ

っ
て
行
政
村
に
対
し
て
予
算
措
置
を
求

め
、
地
方
自
治
法
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に
規
定
さ
れ
た

「先
住
民
お
よ
び
恵
ま
れ
な

い
集
団
の
た
め
の
基
金
」
を
こ
れ
に
充
て
さ
せ
た

(首

帥
P
OO↓"
ω◎◎1ωO)。
そ
う

し
た
学
校
に
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
を
支
援
す
る
N
G
O
が
、
ト
イ
レ
建
設
、
施
設
維
持
費
、
ノ
ー
ト
や
鉛
筆

の
配
布

な
ど
も
実
施
し
て
お
り
、

マ
ジ
、
ム
サ
ハ
ル
、
ボ
テ
の
子
弟
が
通
う
学
校
は
他
校
に
比

べ
て
有
利
な
状
況

に
ま
で
変
わ
っ
た
。

運
動
の
拡
が
り
と
展
望

　
こ
の
よ
う
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
の
運
動
は
、
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
先
に

述
ぺ
た
C
D
O
代
表
ギ
ミ
レ
の

「
こ
の
運
動
は
あ
く
ま
で
マ
ジ
自
身
が
は
じ
め
た
も
の
で
あ
り
、
C
D
O
は
後
に
な

っ
て

協
力
し
た
だ
け
だ
」
と
い
う
発
言
を
想
起
し
た
い
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
の
創
始
者
の

一
人
で
、
初
代
会
長

で
あ
る
ア

マ
ル

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
マ
ジ

(以
下
、
ア
マ
ル
)
の
経
験
を
総
合
す
る
と
、
C
D
O
の
こ
の
運
動

に
対
す
る
貢
献
は
決

し
て
小
さ
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
に
行

っ
て
お
ら
ず
、
識
字
学
級
で
文
字
を
覚

え
た
と
い
う
ア
マ

ル
を
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

(二
十
三
日
滞
在
)
や
イ

ン
ド

の
バ
ト
ナ

(
一
ヵ
月
滞
在
)
の
漁
業
権
を
め
ぐ

っ
て
運
動
を
展
開

し
て
い
る
漁
携

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
と
こ
ろ

へ
導
き
、
運
動

の
手
法
を
学
ぼ
せ
た
の
は
C
D
O
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

な
お
、
ギ
ミ
レ
が
謙
虚
な
物
言
い
を
す
る
の
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
別

の
N
G
O
と
衝
突
し
た

こ
と
が
背
景
と
し

て
あ
ろ
う
。

　
ジ
ャ
ナ
に
よ
れ
ぼ
、
二
〇
〇
四
年
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
委
員
会
は
彼
/
彼
女
ら
を
支
援
し
て
い
た
地
元

ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
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写真3　 同 じサ イズ、形 の家が並ぶ 新居住地 。壁 はアシ に泥 を塗 り固めた もの

で ある。

の

N

G

O

の

サ

ハ

マ
テ

ィ

(QQ
㊤
げ
9
旨P
帥
二
)

と

、

活

動

の

あ

り
方

を

め
ぐ

っ
て

対

立

し

た
。

福

祉

サ

ー

ビ

ス
委

員

会

の

会

長

は

「
私

た

ち

は

N

G

O

の
ク

ラ

イ

ア

ン
ト

に
な

り

さ

が

る

こ
と

に
異

議

を

唱

え

る
。

私

た

ち

は

同

等

の

パ

ー

ト

ナ

ー

と

し

て
活

動

し

た

い
。

サ

ハ

マ
テ

ィ

は

私

た

ち

に
相

談

す

る

こ
と

な

く

、

外

部

資

金

に

応

募

し
、

合

意

書

に
署

名

し

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

を
開

始

し

た

」

と
抗

議

し

た

(匂き
㊤

8
0
メ
避

-お

)
。

　

つ
ま

り

、

福

祉

サ

ー

ビ

ス
委

員

会

は
、

N

G

O

か

ら

与

え

ら

れ

た

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

と

予

算

を

実

行

に

移

す

だ

け

の

従

属

的

な

関

係

を
拒

否

し

た

の

で
あ

る
。

問

題

は

、

開

発

の
プ

ロ

で
あ

る
国

内

N

G

O

か

ら

独

立

し

て
歩

み

出

し

た

福

祉

サ

ー

ビ

ス
委

員

会

が

、

独

自

に
組

織

を
束

ね

、

運

動

を

実

り

あ

る
も

の
に

発

展

さ

せ

て

い
く

こ

と

が

で
き

る

か

に

あ

る
。

幸

い
な

こ
と

に

、
>
9
δ
昌
≧

U

Z
ob
巴

と

い
う

英

国

に
本

部

を

置

く

N

G

O

は
、
開

発

N

G

O
を

介

さ
ず

、
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福
祉
サ
ー
ビ

ス
委
員
会

へ
直
接
支
援
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ

の
支
援
は
現
在
も
続

い
て
い
る
。
活
動

の
ほ
う
は
、
国
内

N
G
O
と
の
連
携
を
解
消
し
た
前
後
で
よ
り
詳
細
な
比
較
が
必
要

で
あ
る
し
、
今
後
の
推
移
を
見
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の

一
端

は
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
二
〇
〇
八
年
十

二
月
二
十

二
日
、
カ
ワ
ソ
テ
ィ
に
あ
る
飲
料
水
事
務
所
の
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
委
員
会

が
主
催
す
る
討
論
会
が
開
催
さ
れ
、
私
も
同
席
し
た
の
で
あ
る
。
討
論
会
の
主
要
な
目
的
は
、
現
在
、
制
憲
議
会
に
お
い

て
議
論
さ
れ

て
い
る
新
憲
法
に
、

マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
に
特
別

の
配
慮
が
必
要
だ
と
い
う
文
言
を
盛
り
込
ま
せ
る
こ

と
で
あ

っ
た
。
約

一
二
〇
人

の
聴
衆
が
集
ま

っ
た
そ
の
会
に
は
、
主
要
な
政
党
の
郡
幹
部
が
そ
ろ
っ
て
参
集
し
て
演
説
し
、

口
々
に
支
援
を
約
束
し
た
。
新
憲
法
に
個
別
の
民
族
、
カ
ー
ス
ト
名
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
は
想
定
で
き
な
い
が
、
郡
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
有
力
者
を
招
く
政
治
力
が
福
祉
サ
ー
ビ

ス
委
員
会
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
演
説

の
中

で
マ
オ
イ
ス
ト
の
幹
部
は

「我
が
党
は
こ
れ
を
あ
げ
る
、
あ
れ
を
み
げ
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

で
も
、
心
配

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
み
な
さ
ん
に
権
利
を
あ
げ
ま
す
」
と
声
を
張
り
上
げ
た
が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が

行

っ
て
き
た
運
動
は
ま
さ
に
権
利
の
主
張
と
獲
得
で
あ

っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
漁
業
権

の
よ
う
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
規

則
も
あ
る
が
、
彼
/
彼
女
ら
が
得
て
き
た
権
利
の
多
く
は
、
既
存

の
法
律
や
規
則
に
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
黙

っ
て
い
る

あ
い
だ
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
も
の
だ
。
福
祉
サ
ー
ビ

ス
委
員
会

は
、
集
会
や
デ
モ
行
進
、
役
所

の
取
り
囲
み
、
幹
線
道

路
封
鎖
、
カ
ト

マ
ン
ズ
で
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
っ
た
非
暴
力

の
運
動
が
、
法
律
や
規
則
を
行
政
に
遵
守
さ
せ
る
の
に
、

い
か

に
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
か
を
経
験
に
よ

っ
て
学
ん
だ
と

い
え
る
。
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他
方
で
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
と
サ

ハ
マ
テ
ィ
の
対
立
は
、
権
利

の
主
張
と
論
理
や
運
動

の
手
法

を
教
示
し
た

「N

G
O
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
教
え
に
よ

っ
て
、
逆
に
異
議
を
唱
え
ら
れ
た
転
機
と
な
る
出
来
事
と
し
て
注

目
で
き
る
。

こ
れ

を
機
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は
、
国
内

の
開
発
N
G
O
か
ら
少
し
距
離
を
置
き
、
独
自
に
国
際
的
な
N
G
O
と
の
関
係

を
維
持
し
つ
つ
、
行
政
や
政
党
と
交
渉
を
重
ね
て
き
た
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
開
発
N
G
O
の
多
く
が
到
達
点
と
し
て
掲

げ
る
が
、
な
か
な
か
達
成

で
き
な

い

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
立
や
自
助
」

の
端
緒
と
呼

べ
る
よ
う
な
も

の
が
、
自
己
決
定

で
き
る
主
体
が
確
立
さ
れ
て
き
た
と

い
う
点
に
お
い
て
、
形
を
成
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
/
彼

女
ら
が
二
〇
〇
六
年
の
洪
水
後
、
そ
の
避
難
先
と
し
て
未
だ

一
人
の
不
法
占
拠
者

(ス
ク
ン
バ
ー
シ
ー
)
も
立
ち
入
ら
な
か

っ

た
、
ネ
パ
ー
ル
再
定
住
公
社

の
跡
地
と
い
う
こ
の
問
題

の
本
丸

(聖
域
)
を
選
ん
で
占
拠
し
た
慧
眼
と
、
そ
う
し
て
再
定

住
地
の
獲
得
に
成
功
し
た
事
実
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
ネ
パ
ー
ル
再
定
住
公
社
は
真
に
再
定
住

地
を
必
要
と
し
て
い
る
人
び
と
に
そ
れ
を
提
供
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
定
松

(二
〇
〇
二
)
は
、
ネ
パ
ー

ル
に
お
け
る
カ

マ
イ
ヤ

(債
務
奴
隷
)
の
解
放
運
動
と
N
G
O
の
役
割
を
詳
述
し
た

著
書

に
お
い
て
、
カ

マ
イ
ヤ
が
解
放
さ
れ
る
に
至

っ
た
転
機
は
、
カ

マ
イ
ヤ
た
ち
自
身
が
債
務
の
取
り
消
し
と
最
低
賃
金

の
保
障
を
求
め
た
請
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は

「
こ
の
問
題
は
自
分
た
ち
が
解
決
す
る
し
か
な
い
」
と
当

事
者
が
意
識
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と

い
う
。
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡

の
マ
ジ
、
ム
サ

ハ
ル
、
ボ
テ
の
人
び
と
も
、
先
ず
彼
/
彼

女
ら
自
身
が
、
ギ
ミ
レ
が
言
う

「漁
携

の
禁
止
と
洪
水
が
も
た
ら
し
た
生
活

の
危
機
」
に
呼
応
し
て
、
生
存
権
あ
る
い
は

生
活
権
を
求
め
る
運
動
を
始
め
た
こ
と
が
、
こ
の

一
連
の
運
動
が
他
に
例
を
見
な
い
よ
う
な
成
功
を
収

め
た
要
因
で
あ
ろ
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う
。
さ
ら
に
、

一
九
九
〇
年

の
民
主
化
と

マ
オ
イ
ス
ト
の
人
民
戦
争

(
一
九
九
六
～
二
〇
〇
六
年
)
を
経
て
、
周
縁
的
な

マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
が
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
時
代
背
景

(南
、
二
〇
〇
八
b
)

が
、

こ
の
運
動
を

後
押
し
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
開
始
し
た
保
護
区
に
お
け
る
権
利
獲
得

の
運
動
は
そ
の
後
、
先
述

の
C
D
O
の
精
力
的
な
活

動
に
よ

っ
て
横
に
拡
が
り
、
他
の
保
護
区
の
周
縁
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
C
D
O

の
ニ
ュ
ー
ズ

レ
タ
ー

(O
U
O
8
0刈
)
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
は
、
保
護
区
の
制
定
に
よ

っ
て
生
活
が
脅
か
さ
れ

て
い
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
が
カ
ト
マ
ン
ズ
に

一
堂
に
会
し
、
各
地

の
現
状
と
運
動
の
進
展
、
共
闘

の
戦
略

を
話
し
合
う
初

の

全
国
会
議
が
開
か
れ
た
。
参
加
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
を
含
む

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
や
彼
/
彼

女
ら
を
支
援
す
る

N
G
O
、諸
団
体
は
、
保
護
区
住
民
権
利
連
合

(国
。8
。邑

≧
Φ9。°。
℃
8
℃δ
・の
匹
町q艮
閃
&
§
ユ
8
)
と

い
う
上
位
団
体
を
設
立
し
、

会
議
後
、
六
項
目

の
共
同
声
明

(要
求
)
を
発
表
し
た
。

　
そ
の
第

一
項
目
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
現
在

の
国
立
公
園
法

一
九
七
三
と
そ
れ
に
基
づ
く
規
則
を
無

効
と
し
、
地
域

コ

ミ

ュ
ニ
テ
ィ
や
他

の
利
害
関
係
者
の
積
極
的
か

つ
直
接

の
参
加
に
よ

っ
て
新
た
な
法
を
構
築
す
る
、
と

い
う
急
進
的
な
要

求
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
新
た
な
法
律
で
も
そ
の
改
定

で
も
な
く
、
既
存

の
法
律
や
規
則
を
行
政
に
遵
守

さ
せ
る
こ
と
で
現

状
を
打
開
す
る
と
い
う
、
弱
者

の
戦
略
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
機
知
が
有
効
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
N
G
O
な
ど
の
運

動
に
お
い
て
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た

こ
と
で
あ
り

(例
え
ば
、
定
松
、
二
〇
〇
二
)、
本
稿

で
紹
介
し
た
事
例
か
ら
も
再
確

認
で
き
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
ナ
ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
起

こ
し
た
国
立
公
園
に
お
け
る
住
民
の
生
活
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権
獲
得
運
動

は
、
他
地
域
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
運
動

の
プ

ロ
セ
ス
や
抵
抗
の
機

知
を
含
む
、
よ
り
緻
密
な
検
証
と
分
析
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。

【参
考
文
献

】

秋
道
智
彌
編
、

二
〇
〇
七

『水
と
世
界
遺
産
ー

景
観

・
環
境

・
暮

ら
し
を
め
ぐ

っ
て
』
小
学
館

真
実

一
美
N

二
〇
〇

一

『開
発
と
環
境
ー

イ

ン
ド
先
住
民
、
も
う

一
つ
の
選
択
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【注

】

(1
)

水

と
世
界
遺
産
に
関
す
る
研
究

は
秋
道

(
二
〇
〇
七
)
を
参
照
し

て
ほ
し

い
。
世
界
各
地

の
保
護
区

に
お
け
る
社
会
的
問
題
を
取



(
2
)

(3
)

(4

)
り

上

げ

た

人

類

学

的

な
研

究

は
、

ウ

エ

ス
ト

他

(♂く
O
o⇔け
Oけ
曽ド
P
OO
α
)

が
概

説

し

て

い

る
。

漁

掛

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

は
保

護

区

の
制

定

の
他

に

も
、

ダ

ム
建
設

に

よ

っ
て
立

ち

退

き
や

生

業

の
転

換

を
余

儀

な

く

さ

れ

て

い

る
が

、

ネ

パ

ー

ル

の
ボ

テ

人

の
事

例

は

タ

ン
ジ

ュ
　
(日
プ
窪
す

P
O
O
↓
)

に
詳

し

い
。

一
九
八
〇
年
代
後
半

に
同
郡
で
調
査
し
た
ギ
ミ
レ
は
、渡

し
と
漁
携

に
従
事
す
る
の
は
、
ボ
テ
と
ビ
ン

(匹
μ
)
あ
る
い
は
マ
ッ
ラ
ー

(ζ
龍
9冨
)
で
あ
る
と
報
告
し

て
い
る

(O
感
鼠

器

一遷
煙

一総
)
。

マ
ッ
ラ
ー
は
中
西
部

の

コ
シ
川

に
住
む
漁
携

カ
ー

ス
ト
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
ナ

ワ
ル
パ
ラ
シ
郡
に
も

一
〇
四
四
人
居
住
し

(
一
九
九

一
年
)
、

マ
ジ

・
ム
サ

ハ
ル

・
ボ

テ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

の
ス
タ

ッ
フ
十

四
人

の
な
か
に

一
人

マ
ッ
ラ
ー
が
加
わ

っ
て
い
る
。

ビ
ン
と

い
う
名
称
は
寡
聞

に
し

て
聞
か
な
か

っ
た
。

中
部
ネ

パ
～

ル
の
カ
ブ

レ

・
パ
ラ

ン
チ

ョ
ー
ク
郡
パ
チ

ュ
ワ
ル

・
ガ
ー
ト
の
あ

る

マ
ジ
は

「
マ
ジ

の
夕
ー
ル

(氏
族
)

の
な
か
に

ボ

テ
ル
・
マ
ジ
と
い
う

の
が
あ

る
が
、
そ
こ
か
ら
派
生

し
て
ボ

テ
と

い
う
自
称
が
生

ま
れ
た
。
ボ
テ
も
元
は

マ
ジ
な

の
だ
」
と

い
う
。

多
数
派

の

マ
ジ

の
な
か
に
は
、

こ
の
よ
う
に
少
数
派

の
ボ
テ
を

マ
ジ
と
異

な
る
集
団
と
は
認
め
な

い
人
が
少
な
く
な

い
。
ナ

ワ
ル

パ
ラ
シ
郡
北
部

の
山
地
に
住
む
自
称

マ
ジ
は
、
他
称
と
し
て
ボ

テ
と
呼
ば

れ
る
が
、

そ
れ
を
蔑

称
だ
と
考
え

て
い
る
。

マ
ジ
語
と

ボ

テ
語

の
近
縁
や
系
統
が
言
語
学
的

に
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
な
い
現
時
点
で
は
、
彼
/
彼
女
ら
自
身

の
名
乗
り
を
尊
重
す

る
し
か

な

い

(南
、

二
〇
〇
八

a
)。

刈

り
取

り

が
許

可

さ

れ

て

い
る

の
は
、

屋
根

葺

き
材

の
草

本

(ネ

パ

ー

ル
語

名

穿

舞
、

サ
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ウ

キ

ビ
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の
恕
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ミ
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ミ
鳶
§
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、
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書
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根
葺
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カ

ヤ

〈同
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、
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ト

ウ

キ
ビ

属

の

象
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ミ
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蓉
、§
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Q
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メ
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ヤ

属

き
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偽
魯

惹
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属

逗
ミ
嵩
§

超
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ガ

マ
属

の

9

ぎ

魁
蜷
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、詳
亀
、
セ
イ

タ

カ

ヨ
シ

㌧
ギ

誌
§
詳
晦
ぎ

き

、
カ

ヤ

ツ
リ
グ

サ
属

曾

c。ミ
吻

巷
や
)
、

ロ
ー
プ

材

の
樹
皮

(同

の
巨
蒙

、

ヤ

ン
バ

ル

ゴ

マ
属

の
ミ

ぎ

尉
誤

軸旨
ミ
)
、

ロ
ー
プ

材

の
草

本

(同

ω
昏
貯
o
、
窪

奪
勘
§
駐

ミ
ミ

ミ
)

の
み

で
あ

る
が
、

許

可

さ
れ

て

い
な

い
薪

も
広

く
採

取

さ
れ

て
い

る

(oQ
艀
p似
¢
昏

剛由ゆ嫌
①
oo
P
O
O
O
"ω
曵
P
)。

ス
ト
ラ

ー

デ
と

ヘ
レ

ス

(oり
欝
㊤α
0
昏

綴
①
躍
09り
N
O
OO
)

は
、

チ

ト

ワ

ン
国
立

公
園

に
お

け

る
草

刈

り
取

り

プ

ロ
グ

ラ

ム

は
、

公

園
と

人

間

の

コ
ン

フ
リ

ク
ト

を
解

決

す

る

一
つ
の

モ
デ

ル
と

し

て
国
際

的

に
評

価

さ

れ

て

い
る
と

し
、

そ

の
資

源

別

の
刈

り
取

り
状

況

と
環

境

に
対
す

る
影
響

、

よ
り

望

ま
し

い
プ

ロ
グ

ラ
ム
を

提

案

し

て

い
る
。

ま
た
、
別

の
研

究
者

は
、
火
入

れ

は
野

生
草

食

動
物

の
キ

ャ
リ

ン
グ

.
キ

ャ
パ

シ
テ

ィ

を
向
上
さ
せ
、
ひ
い
て
は
農
作
物

の
被
害
を
減
ら
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
と
分
析

し
て
い
る

(][
甦

N
OO
O
"
轟
ひ
)。
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(5
)

マ
ジ

・
ム
サ

ハ
ル

・
ボ
テ
福
祉

サ
ー
ビ

ス
委
員
会

の
祖
型
と
も
呼

べ
る
運
動
と
組
織
化

は
、
民
主
化

(
一
九
九
〇
年
)
以
前

の

一
九

八
三
年
に
さ
か

の
ぼ

る
。

だ
が
、

こ
の
時

は
地
元

エ
リ
ー
ト

の
圧
力

に
よ
り
、

団
体

と
し

て
の
登
録
を
断
念

し
た

(討
§

8
0
刈
る
ω
)
。

(6
)
詳
細
は
不

明
だ
が
、

二
～
三
十
年
前
に
は
濡

れ
て
も
よ
い
黄
銅
製

の
漁
業
免
許
プ

レ
ー
ト
が
発
行
さ
れ
た

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
、

漁
業
免
許

の
発
行
は

こ
れ
が
は
じ
め
て
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
過
去

に
も

一
時

し
の
ぎ

の
対
策
が
と
ら
れ
た
よ
う
だ
。

(
7
)
C
D
O
が

マ
ジ

・
ム
サ

ハ
ル

・
ボ

テ
福
祉

サ
ー
ビ

ス
委
員
会

の
支
援
団
体
で
あ

っ
た

こ
と
を
教

示
し
、
ソ

マ
ー
ト

・
ギ

ミ
レ
氏
を

紹
介

し
て
く
れ
た
の
は
京
都
大
学

の
藤
倉
達
郎
氏

で
あ
る
。
記
し

て
感
謝
す

る
。

(
8
)
便
宜

上
、

サ
ウ

ン
月

(七
月
)
と
す
る
が
、
ネ
パ
ー

ル
の
ビ
ク
ラ
ム
暦

で
は
西
暦

の
七
月
十
五
日
く
ら

い
か
ら
八
月
十
五
日
く
ら

い
が
サ
ウ

ン
月

に
あ
た
る
。
ま
た
新
年
は
四
月
十
五
日
く
ら

い
か
ら
始
ま
る
バ
イ
サ
ー
ク
月
な

の
で
、
ビ
ク
ラ
ム
暦

の
二
〇
六
六

年
と
は
西
暦

の
二
〇
〇
九
年

四
月
か
ら
二
〇

一
〇
年

三
月
に
相
当
す

る
。

(
9
)

一
九
九
三
年
七
月

の
集
中
豪
雨

は

「死
者

一
四
六
〇
人
、
行
方
不
明
七
〇
〇
入
以
上
、
被
災
者
総
数
約
五
十
万
人
、
全
半
壊
家
屋

三
万
九
〇
〇
〇
軒
、
被
害
総
額
約
十
億
円
と
い
う
未
曽
有

の
災
害
」

(酒
井
、

一
九
九
七

"
一
八
七
)
で
あ

っ
た
。

(10
)
新
居
住
地
は

こ
の
他

に
、

ア
ギ

ャ
ウ
リ
行
政
村
セ
ル
ガ
ン
ジ

(四
十
六
戸
)
、

コ
ル
ワ
行
政
村

シ
ビ
ル

(五
十
戸
)、

タ
ム
サ
リ
ヤ

行
政
村
チ

ョ
ル

マ
ラ

(
二
二
五
戸
)
、

ア
ル
ン

・
コ
ー
ラ
行
政
村
ナ
ヤ

・
ペ
ラ
ミ

(
二
十

一
戸
)

の
四
カ
所
に

つ
く
ら
れ
た
。
二
〇

〇
六
年

の
洪
水

は
、
合
わ
せ
て
五
六
六
戸

の
洪
水
避
難
民

(げ
鎖
畠ゴ
助
b
帥住
津
)
を
う
ん
だ

の
で
あ

る
。
ネ
パ
ー

ル
再
定
住
公
社

(英
語

で

Z
超

巴
即
o
°・o薮
¢白
o
ヨ

O
o
§
℃
鋤蔓

)

は
、
そ

の
後

穿

巴

出
o話

ぼ
αq
⇔
巳

Q◎
〇三
¢導
o
曇

O
o<
9
0
℃
ヨ
⑦
緊

O
oヨ
窓

塁

に
改

め
ら

れ

た
。

再

定
住
計
画

に
適
し
た
フ

ロ
ン
テ

ィ
ア

の
土
地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
た
こ
と
が
改
称

の
理
由

で
あ

る
。
公
社

が
主
導
し
た
ナ

ワ
ル

プ

ル
の
再
定
住
計
画
は
、
南

(
一
九
九

一
)
を
参
照
。
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